
　
国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
生
命
保
険
料
、

地
震
保
険
料
な
ど
も
控
除
の
対
象
に
な
り

ま
す
。

【
申
告
書
の
「
社
会
保
険
料
控
除
」
に
記

入
す
る
金
額
の
注
意
点
】

▼
年
金
か
ら
保
険
料
が
天
引
き
（
特
別
徴

収
）
さ
れ
て
い
る
人

　
日
本
年
金
機
構
な
ど
か
ら
通
知
さ
れ
る

「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」
に
記
載

さ
れ
て
い
る
「
社
会
保
険
料
の
金
額
」
が
、

控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

※「
社
会
保
険
料
の
金
額
」
欄
に
記
載
さ

れ
る
金
額
に
は
、
介
護
保
険
料
の
ほ
か
、

同
じ
年
金
か
ら
特
別
徴
収
さ
れ
て
い
る

国
民
健
康
保
険
税
や
後
期
高
齢
者
医
療

保
険
料
が
含
ま
れ
ま
す
。

※
年
金
の
受
取
人
以
外
の
控
除
は
で
き
ま

せ
ん
。
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税
の
申
告
の
ポ
イ
ン
ト

市
・
県
民
税
…
税
務
課
課
税
係　
　

☎
�
２
１
１
１（
内
線
２
２
５
）

所
得
税
な
ど
…
信
濃
中
野
税
務
署　

☎
�
３
１
５
１

問問

※
課
税
対
象
に
な
ら
な
い
年
金
は
、
源
泉

徴
収
票
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
。
特
別
徴

収
さ
れ
た
介
護
保
険
料
な
ど
の
確
認
が

必
要
な
人
は
、
担
当
課
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▼
納
付
書
で
お
支
払
い
さ
れ
て
い
る
人

　
保
険
料
な
ど
の
領
収
書
（
平
成
29
年
１

月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
の
領
収
印

が
押
さ
れ
て
い
る
も
の
）
の
金
額
が
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

▼
口
座
振
替
で
お
支
払
い
さ
れ
て
い
る
人

　
預
金
通
帳
の
引
き
落
と
し
額
（
平
成
29

年
１
月
１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
引

き
落
と
さ
れ
た
保
険
料
）
が
控
除
の
対

象
と
な
り
ま
す
。

　
市
で
は
、
65
歳
以
上
の
要
介
護
認
定
者

か
ら
の
申
請
に
基
づ
き
、
身
体
障
が
い
者

な
ど
に
準
ず
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
、

「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」
を
交
付

し
て
い
ま
す
。

　
税
の
申
告
を
さ
れ
る
人
で
、
次
の
全
て

に
該
当
し
、
ま
だ
認
定
書
の
交
付
を
受
け

て
い
な
い
人
は
、
高
齢
者
支
援
課
へ
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

○
身
体
障
害
者
手
帳
、
療
育
手
帳
、
精
神

障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
交
付
を
受
け

て
い
な
い
人

○
原
則
65
歳
以
上
で
、
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
人（
要
支
援
認
定
者
は
除
く
）

※
65
歳
未
満
で
、
要
介
護
認
定
を
受
け
て

い
る
人
は
、
高
齢
者
支
援
課
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

社
会
保
険
料
控
除
な
ど
を

受
け
る
場
合

要
介
護
認
定
高
齢
者
が

障
害
者
控
除
を
受
け
る
場
合

医
療
費
控
除
を
受
け
る
場
合

　
平
成
29
年
分
の
確
定
申
告
か
ら
、
医
療

費
控
除
は
領
収
書
の
提
出
が
不
要
に
な
り

ま
し
た
。

　
な
お
、
領
収
書
の
代
わ
り
に
「
医
療
費

控
除
の
明
細
書
」
の
添
付
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
領
収
書
は
５
年
間
保
存
し
て
く
だ

さ
い
。

　○
「
医
療
費
控
除
の
明
細
書
」
は
国
税
庁

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書
等
作
成

コ
ー
ナ
ー
」
で
作
成
で
き
ま
す
。

※
平
成
31
年
分
の
確
定
申
告
ま
で
は
、
従

来
ど
お
り
領
収
書
の
添
付
ま
た
は
提
示

に
よ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
特
定
一
般
用
医
薬
品
の
年

間
購
入
額
が
１
万
２
千
円
を
超
え
た
人

で
、
健
康
の
維
持
増
進
や
疾
病
予
防
の
た

め
に
健
康
診
断
な
ど
を
受
け
て
い
る
人
が

対
象
に
な
り
ま
す
（
従
来
の
医
療
費
控
除

制
度
と
こ
の
特
例
を
同
時
に
利
用
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
）。
こ
の
特
例
の
適
用

を
受
け
る
場
合
、
以
下
の
書
類
の
提
出
ま

た
は
提
示
が
必
要
で
す
。

○
セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
税
制
の
明

細
書
（
薬
局
の
レ
シ
ー
ト
か
ら
対
象
医

薬
品
の
金
額
を
集
計
し
、
明
細
書
を
作

成
し
て
く
だ
さ
い
）

※
対
象
医
薬
品
は
領
収
書
に
控
除
の
対
象

で
あ
る
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

○
適
用
を
受
け
る
年
分
に
お
い
て
一
定
の

取
り
組
み
を
行
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に

す
る
書
類
（
人
間
ド
ッ
ク
の
領
収
書
や

結
果
通
知
票
な
ど
）

セ
ル
フ
メ
デ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン

税
制（
医
療
費
控
除
の
特
例
）

問い合わせ先
▶介護保険料について
　高齢者支援課介護保険係
　☎（２２）２１１１（内線３６５）
▶障害者控除対象認定書に

ついて
　高齢者支援課長寿福祉係
　☎（２２）２１１１（内線２４３）
▶後期高齢者医療保険料に

ついて
　福祉課国保医療係
　☎（２２）２１１１（内線２９６）
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信濃中野税務署から確定申告のお知らせ
　所得税・個人消費税・贈与税の確定申告会場を次のとお
り開設します。

▶期間　２月16日㈮～３月15日㈭
　　　　※土・日・祝日を除く
▶受付開始時間　午前8時 ３0 分
▶相談時間　午前９時～午後5時
▶会場　信濃中野税務署

○確定申告会場は大変混雑するため、長時間お待ちいただ
く場合や、受け付けを早めに締め切る場合があります。

○申告書の作成には時間を要するため、午後３時ごろまで
にお越しください。

軽自動車などの名義変更・廃車手続きはお早めに
　軽自動車税は、車検証などに記載されている毎年
４月１日現在の所有者または使用者に課税されます。
　名義変更をしないで車両を手放している場合や廃
車手続きをしないで解体業者などで解体した場合な
どは、車両を保持していなくても課税対象となりま
すので、早めの手続きをお願いします。

○課税されていることに気付かずに滞納金が発生し
ている場合があるのでご注意ください。

○４月１日以前に譲渡や廃車をする（した）人は、
３月中に手続きを済ませてください。手続きを完
了した日が廃車日になります。

▼廃車・名義変更などの手続き先
車種 問い合わせ・手続き先

１２５cc 以下の原動機付自
転車、小型特殊自動車、
５0cc 以下のミニカー

市民課窓口係
☎ （２２）２１１１（内線 ２７４）
地域振興課市民生活係

（豊田支所内）
☎ （３８）３１１１（内線 １３１）

１２５cc 超～ ２５0cc 以下の
二輪車

長野県軽自動車協会
☎ 0２６（２４３）１９６７

２５0cc 超の二輪小型自動
車

北陸信越運輸局長野運
輸支局
☎ 0５0（５５４0）２0４２

軽三輪車、軽四輪車
軽自動車検査協会長野
事務所
☎ 0５0（３８１６）１８５４

普通自動車

【県税】総合県税事務所
北信事務所
☎ （２３）0２0４

【名義変更】北陸信越運
輸局長野運輸支局
☎ 0５0（５５４0）２0４２

※二輪小型、軽三輪車、軽四輪車は、長野県自家
用自動車協会中高支部【中野警察署内　☎ （２２）
３0７７】にて代行で手続きができます。

　トラクター、スピードスプレイヤー、フォーク
リフトなどの小型特殊自動車には、道路走行の有
無に関係なく標識（ナンバープレート）の取り付
けが必要です。現在所有している小型特殊自動車
に標識が付いていない場合は、至急、税務課まで
お問い合わせください。

農耕用トラクター、フォークリフト
などをお持ちの皆さんへ

　国税庁ホーム
ページ（http://
www.nta.go.jp）
の「 確 定 申 告
書 等 作 成 コ ー
ナー」を利用す
れば、自宅など
で好きな時間に

申告書を作成できます。
　申告書を印刷して必要書類と一緒に
郵送すれば、申告会場で長時間待つこ
ともありません。
　また、マイナンバーカードと IC カー
ドリーダライタがあれば、電子申告

（e-Tax）によって提出することができ
ます。ぜひご利用ください。

　 e-Tax・作成コーナーヘルプデスク
　 ☎ 0５７0（0１）５９0１

　公的年金などの収入金額の合計額が 400 万円以下
で、かつ、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額
が 20 万円以下の人は、所得税の確定申告は必要あり
ません（市・県民税の申告は必要な場合があります）。
※所得税の還付を受けるには、確定申告をする必要が

あります。

公的年金を受給している皆さんへ

申告はインターネットが便利！

問


